別紙１

仕　　　様　　　書

業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

なお、この仕様書は、業務の仕様を定めるものであるが、受託者（以下「乙」という。）は、下関市（以下「甲」という。）が適正な維持管理において必要と認めた軽微な作業については、記載の有無にかかわらず、委託料の範囲内において実施することとする。

１　業 務 名　唐戸市場屋上芝生管理業務
２　実施場所　下関市唐戸町５番５０号
下関市地方卸売市場唐戸市場（別添平図面のとおり）
３　実施期間　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
４　業務内容

（１）芝刈作業

　　　芝生の芝刈は年２回行うものとし、作業方法は機械刈り及び手刈りによるものとする。

（２）除草作業

芝生の生育に影響を与える雑草の除草は年２回行うものとし、作業方法は手摘みによるものとする。

（３）芝施肥作業

　　　芝生の生育を良好に維持するため、施肥を年２回行うものとする。施肥作業は、芝生全体に均一に散布されるよう行うこと。

（４）芝刈・除草により生じたゴミ処理

　　　作業により生じた芝刈・除草ゴミについては、乙の管理責任のもと市場外に飛散しないよう清掃及び回収し、下関市環境部奥山工場に運搬・搬入すること。

　　乙は運搬中においてもゴミが飛散しないよう適切な管理を施すこと。

（５）その他

　　　芝枯れ等の芝に異常を発見した場合は、乙は甲に対し、速やかに状況を報告するとともに改善策についての助言を行うこと。

５　業務報告

業務の結果について、報告書及び作業状況写真を各１部作成し甲に提出すること。なお、作業状況写真は業務着手前、作業中、完了の全景を撮影すること。また、必要に応じて部分写真を撮影すること。
６　その他 

（１）しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙２「特記仕様書（環境編簡易）」のとおりとする。

（２）業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙３「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。

（３）この仕様書に定めのない事項が発生した場合は甲、乙協議のうえ定めるものとする。
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屋上芝生管理場所（市場棟屋上階）








